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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

訓 令

○地域振興局及び支庁事務処理規程の一部を改正する訓令（※） （人事課取扱い）１

鹿児島県訓令第９号

地域振興局及び支庁事務処理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成31年３月29日

鹿児島県知事 三反園訓

地域振興局及び支庁事務処理規程の一部を改正する訓令

地域振興局及び支庁事務処理規程（平成19年鹿児島県訓令第18号）の一部を次のように改正

する。

別表第１の14の項第24号中「（次号に掲げるものを除く。）」を削り，同項中第25号を削り，

第26号を第25号とし，第27号から第38号までを１号ずつ繰り上げる。

別表第３の１の項中「（次項に掲げるものを除く。）」を削り，同表中２の項を削り，３の

項を２の項とし，４の項から21の項までを１項ずつ繰り上げる。

別表第４保健福祉環境部の表８の項第３号中「協議の場の設置等」を「構想区域等ごとの協

議の場の設置及び地域医療構想の達成の推進に関する関係者との協議」に改め，同表17の項中

第19号を第20号とし，第18号を第19号とし，同項第17号中「法」を「法77の２，」に改め，同

号を同項第18号とし，同項中第16号を第17号とし，第13号から第15号までを１号ずつ繰り下げ，

同項第12号中「55の５」を「55の６」に改め，同号を同項第13号とし，同項第11号の次に次の

１号を加える。

 進学準備給付金 振興局 ○ ○ 事務所

の支給（法55の５ 長

①）

別表第４農林水産部の表28の項第２号ア中「18⑰」を「18⑱」に改め，同号アを同号ア

とし，同号アからまでを同号アからまでとし，同号アの次に次のように加える。

 土地改良区 振興局 ○ ○ 事務所

の決算関係書 長

類の受理（法

29の２④）

別表第４農林水産部の表28の項第３号ア中「災害復旧」の次に「又は土地改良施設の突発

事故被害の復旧」を加え，同号ア及び同項第４号ア中「113の２①②」を「113の３①②」

に改め，同号ア中「1228②」を「122②」に改め，同項第６号アを同号アとし，同号ア

の次に次のように加える。

 農地中間管 振興局 ○ ○ 事務所

理機構が農地 長

中間管理権を

有する農用地
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を対象とする

申請によらな

い事業の事業

計画の概要に

係る農地中間

管理機構の同

意の取得手続

（法87の３②）

 農地中間管 振興局 ○ ○ 事務所

理機構が農地 長

中間管理権を

有する農用地

を対象とする

申請によらな

い事業の事業

計画の決定に

係る市町村長

との協議並び

に施行地域内

に土地改良施

設の管理者と

して土地改良

区及び農業協

同組合等があ

る場合の意見

の聴取（法87

の３⑥）

 国有地等を 振興局 ○ ○ 事務所

事業の施行地 長

域とするため

の 承 認 申 請

（法87の３⑦

〔５⑥〕）

 農用地以外 振興局 ○ ○ 事務所

の土地を事業 長

の施行地域と

するための同

意の徴集（法

87の３⑦〔５

⑦〕）

 農地中間管 振興局 ○ ○ 事務所

理機構が農地 長

中間管理権を

有する農用地

を対象とする

申請によらな

い事業の事業

計画の決定に

係る専門的知

識を有する技
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術者からの報

告の聴取（法

87の３⑦〔８

②〕）

 農業用用排 振興局 ○ ○ 事務所

水施設の変更 長

を内容とする

緊急耐震工事

計画の決定に

係る市町村長

との協議並び

に現存する土

地改良区及び

農業協同組合

等を農業用用

排水施設の管

理者に予定し

ている場合の

協議（法87の

４②③）

 農業用用排 振興局 ○ ○ 事務所

水施設の変更 長

を内容とする

緊急耐震工事

計画の決定に

係る専門的知

識を有する技

術者からの報

告の聴取（法

87の４④〔８

②〕）

別表第４農林水産部の表28の項第６号イ中「87の３①⑦」を「88①⑦」に改め，同号イ

中「87の３①②⑦⑫」を「88①②⑦⑫」に改め，同号イ及び中「87の３④」を「88④」に

改め，同号イ及び中「87の３⑥」を「88⑥」に改め，同号イ中「87の３⑥⑩⑬」を「88

⑥⑩⑬」に改め，同号イを同号イとし，同号イの次に次のように加える。

 農地中間管 振興局 ○ ○ 事務所

理機構が農地 長

中間管理権を

有する農用地

を対象とする

申請によらな

い事業の事業

計画の変更及

び事業の廃止

に係る農地中

間管理機構の

同意の取得手

続（法88⑯）

別表第４農林水産部の表28の項第10号ア中「113の３①」を「113の４①」に改め，同号ア

中「113の３②」を「113の４②」に改め，同号ア中「113の３②Ⅱ」を「113の４②Ⅱ」に
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改める。

別表第４農林水産部の表中53の項を54の項とし，43の項から52の項までを１項ずつ繰り下げ，

42の項の次に次の１項を加える。

43 森林経  林業経営者に対 振興局 ○ ○ 屋久島

営管理法 する指導及び助言 事務所

（平成30 （法45） 長

年法律第  経営管理につい 振興局 ○ ○ 屋久島

35号。以 ての市町村に対す 事務所

下この項 る援助（法49） 長

中「法」

という。）

の施行に

関する事

務

別表第４建設部の表25の項中第31号を第34号とし，第15号から第30号までを３号ずつ繰り下

げ，第14号中「仮設建築物」を「仮設興行場等」に，「85⑤」を「85⑤⑥」に改め，同号を同

項第15号とし，同号の次に次の２号を加える。

 増築等を２以上 振興局 ○ ○ 屋久島

の工事に分けて行 事務所

う建築物の工事の 長

全体計画認定及び 徳之島

それらの工事の状 事務所

況報告の徴収並び 長

に全体計画に従っ

て工事を行ってい

ない場合の措置命

令及び取消し（法

86の８①④⑤⑥）

 増築等を２以上 振興局 ○ ○ 屋久島

の工事に分けて行 事務所

う建築物の工事の 長

全体計画変更認定 徳之島

並びに全体計画に 事務所

従って工事を行っ 長

ていない場合の措

置命令及び取消し

（法86の８③⑥）

別表第４建設部の表25の項中第13号を14号とし，第12号を第13号とし，第11号を第12号とし，

第10号中「敷地等」を「敷地」に，「43①」を「43②Ⅱ」に改め，同号を同項第11号とし，同

項第９号の次に次の１号を加える。

 敷地と道路との 振興局 ○ ○ 屋久島

関係に係る認定 事務所

（法43②Ⅰ） 長

徳之島

事務所

長

附 則

この訓令は，平成31年４月１日から施行する。


